
品川区用記入見本

第32号の２様式（第56条関係） 

調査猶予確認申請書

年  月  日

品 川 区 長 あて

住 所 品川区広町〇-〇-〇

氏 名 有限会社〇〇製作所

代表取締役 〇〇 〇〇

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 116 条第１項ただし書の規定により、

 調査猶予確認申請書を次のとおり提出します。

廃止した工場又は指定作業場の名称 有限会社 〇〇製作所

廃止した工場又は指定作業場の

敷 地 で あ っ た 土 地 の

所 在 地 及 び 敷 地 面 積

（住居表示）品川区広町〇-〇-〇

（地番）  品川区広町●-●-●

敷地面積 〇〇      ㎡

廃止した工場又は指定作業場に

お け る 特 定 有 害 物 質 の

使 用 、 排 出 等 の 状 況

△別紙（  1  ）のとおり

確 認 を 受 け よ う と す る

土 地 の 場 所

上記敷地 の
全部

一部

確 認 の 範 囲 △別紙（  2  ）のとおり

確認を受けようとする土地について

予 定 さ れ て い る 利 用 の 方 法

△別紙（     ）のとおり ※書ききれない場合は別紙。

引き続き工場等廃止者の居住用として利用する。

確認を受けようとする土地において

汚 染 状 況 調 査 の 実 施 が

困 難 で あ る 理 由

調査を実施するにあたり建物を取り壊すことが必要であ

り、それにより居住に著しい支障が生じるため。

土地の所有者等の氏名又は名称、

住 所 及 び 連 絡 先

(申請者以外に所有者等がいる場合)

氏名又は名称

住 所

連絡先

※受付欄    

連絡先

所  属 有限会社〇〇製作所 総務課

氏  名 〇〇 〇〇

電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

（ファクシミリ番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇           ）

（電子メールアドレス 〇〇〇〇@〇〇.co.jp           ）

 備考 １ ※印の欄には記入しないこと。

    ２ △印の欄には、申請書に添付する各別紙に一連番号をつけた上、該当する別紙の番号を記入するこ

と。

    ３ この様式各欄に記入しきれないときは、図面、表等を利用すること。

（日本産業規格Ａ列４番）

別紙・添付書類については裏面を確認

してください

記入見本 ※添付書類必要。2部提出。



品川区用記入見本

調査猶予確認申請書には、次に掲げる書類等を添付してください。

№ 添付書類

①

確認を受けようとする者以外に当該土地の所有者等がいる場合にあっては所有者等

が当該確認の申請に同意している旨を示す書類

（土地の所有者がわかる書面（登記簿謄本等）を別途添付してください。確認を受

けようとする者が土地の所有者である場合についても同様です。）

②
廃止した工場又は指定作業場の周辺の地図

（著作権上支障のない地図（例：国土地理院地図）を利用してください）

③

確認を受けようとする土地の範囲を示す図面

（事業場敷地全体を示し、そのうちのどこが確認を受けようとする範囲であるかを

示してください）

④

廃止した工場又は指定作業場において取り扱っていた特定有害物質その他の操業時

の状況に関する記録の一覧

（工場の平面図に機械の配置を記入し、特定有害物質ごとにその使用箇所を示して

ください。認可申請時の機器配置図を利用可能です。認可申請時と相違のある使用

状況があった場合は、その旨も示してください。排水経路等については別途詳細に

示してください。特定有害物質ごとに年間使用量と使用方法を示してください。）

届出書別紙について

別紙1：上表④とする。

別紙2：上表③とする。

別紙3：下記のいずれかに該当する旨を記載すること（施行規則第56条第5項の1）。
ア 引き続き工場等廃止者が事業の用に供する事業場（当該工場等廃止者又は当該事業

場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに

限る。）の敷地として利用されること。

イ 廃止した工場又は指定作業場が小規模であって、事業の用に供されていた建築物と工

場等廃止者（その者が法人である場合にあっては、その代表者）の居住の用に供され

ている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住

の用に供されている建築物が引き続き当該工場等廃止者の居住の用に供される場合に

おいて、当該居住の用に供されている建築物の敷地（これと一体として管理される土

地を含む。）として利用されること。

ウ 工場等廃止者以外の者の事業又は居住の用に供される敷地として現に利用されてお

り、かつ、当該敷地内の土壌が舗装その他の方法により人が直接触れることのない状

況であること。

記載例 ・引き続き工場等廃止者が事業場の敷地として利用する。

・引き続き工場等廃止者の居住用として利用する。

・工場等廃止者以外の者が利用しており、かつ、敷地内の土壌が直接触

れることのない状態にある。

※敷地が広く、敷地内に異なる用途が混在する場合は別紙として詳細に示して下さい。


